
 

 

運送便の改正について 

 

 

 信越支社郵便事業本部オペレーション部は、本日（3 月 18 日）「運送便の改正」に

ついて地方本部に説明してきました。 

 

 概要は荷量に応じた運送車両の見直しに伴い運送便を改正するものです。 

 対象線路は管外地域間便・管内地域間便・地域内便で、10 線路が改正され、管外地

域間便の「大坂・長岡便」だけが平成 26 年 5 月 1 日実施で、他はすべて 26 年 4 月 1

日、実施日となります。 

  

改正ダイヤは別紙支社資料を参照してください。 
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